
         

◆
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

に
つ
い
て 

 

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

公
的
年

金
等
の
収
入
金
額
と
年
金
以
外
の
合
計
所

得
金
額
の
合
計
金
額
が
一
定
基
準
額
以
下

で
あ
る
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る

年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ

 

 

●
支
給
要
件 

 

次
の
支
給
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る

方
が
対
象

 

 

 

①
65
歳
以
上

老
齢
基
礎
年
金
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方 

 

②
世
帯
全
員
の
町
民
税
が
非
課
税
と
な

方 

 

③
前
年
の
年
金
収
入
金
額
と
年
金
以
外

の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
金
額
が 

で
あ
る
方 

※
年
金
収
入
金
額

障
害
基
礎
年

金
・
遺
族
基
礎
年
金
等
の
非
課
税
収

入
金
額
は
含

 

 

 

①
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方 

 

②
前
年
の
所
得
金
額
が
次
の
金
額
以
下 

 
 

で
あ
る
方 

 
 

扶
養
親

族
の
数×

38
万
円 

●
請
求
手
続
の
流
れ 

支
給
要
件
を
満
た
す
場
合

年
目

以
降
の
手
続
は
原
則
不
要
に
な
り
ま
す

 

新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
方

日
本
年

金
機
構
か
ら

な
は
が
き
型
の
請

が
送
付

さ
れ
ま
す
の

令
和
６
年
９
月
25
日
ま

で
に
提
出

 

①
請
求
書
に
氏
名
な
ど
を
記
入

旭
川
年
金
事
務
所
又
は
役
場
住
民
課

窓
口
に
提
出

 

※
こ
れ
か
ら
基
礎
年
金
を
請
求
す
る
方

誕
生
日
の
前
日
以
降
に
基
礎
年

金
の
請
求
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く

 

②
審
査
結
果
の
通
知
が
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付

 

③
支
給
決
定
の
場
合

支
払
月
の
上

旬
に
振
込
通
知
書
が
送
付

 

④
振
込
通
知
書
に
記
載
の
あ
る
給
付
額

が
年
金
に
上
乗
せ
さ
れ
て
支
給
さ
れ

ま
す
の
で
ご
確
認

 

注
意
下

 

請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
払
と

速
や
か
な
請
求
手
続
を

お
願
い
し
ま
す

 

令
和
６
年
９
月
25
日
ま
で
に
請
求
書

を
提
出

場
合
も
手
続
は
可

能

令
和
７
年
１
月
６
日

ま
で
に
請
求
書
が
届

令
和
６
年
10
月
分
か
ら
令
和
７
年
１
月

分
ま
で
の
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
受

け
取
る
こ
と
は
で
き

 

 ●
給
付
額 

 

 

を
基
準

保
険

料
納
付
済
期
間
等
に
応
じ
て
算
出

次

合
計
額

 

 

①
保
険
料
納
付
済
期
間
に
基
づ
く
額

×

保
険
料
納

付
済
期
間
÷
４
８
０
月 

 

②
保
険
料
免
除
期
間
に
基
づ
く

×

保
険
料
免

除
期
間
÷
４
８
０
月 

 

 

の

 

 
 

の

 

 

 
 

 

※
２
人
以
上
の
子
が
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
場
合

 

を
子
の
数
で
割

金
額
が
そ
れ
ぞ
れ
に
支
払

 

 

◆
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
お

問
い
合
わ
せ
は 

へ 

☏
０
５
７
０―

05―

４
０
９
２ 

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
に

な
る
場
合
は 

☏
03―

５
５
３
９―

２
２
１
６ 

又
は
旭
川
年
金
事
務
所 

☏
０
１
６
６―

25―

５
６
０
６ 

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

 

※
お
問
い
合
わ
せ
の
際

基
礎
年
金
番

号
が
わ
か
る
も
の
と
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
請
求
書
の
は
が
き
を
ご
用
意
く

 


